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１ 陳情の要旨 

平成 29年 5月に開催された仙台学長会議において学生が宮城県全域で自由に利

用できる「通学フリーパス（仮称）」の創設について提案がなされ，学生間の不均

衡の解消に向けて，加盟校が一体となって関係機関に要請していくことで全会一致

を得ましたので，ここに陳情いたします。 

                                                                      

２ 陳情の理由 

宮城県全県に広がる大学生に対する公共交通機関の低廉化と利便性向上は以下

のような効果を生むと考えられることから，通学フリーパスの創設を要望するもの

です。 

・大学の通学に要する割高な交通費負担を避けるために、地域から流出する学生の

抑止や、割高負担を避け通学を絞る学生の登校を促し、学修効果の向上を望める。 

・東日本大震災の被災地及び少子化により人口減少が急速に進んでいる地域に学生

が地域研究，ボランティア等で行きやすくなり，学生の学修効果の上昇や地域へ

の関心を喚起することができる 

・学生の公共的交通機関の利用促進を図ることで，交通事故防止が図られる 

・新たなバス利用者の獲得につながり、地域の活性化に寄与する。 

 (1) 現状について 

   仙台市営バス運行地域に所在する大学に通学する学生は「学都仙台フリーパス」

という市バス全線＋地下鉄路線が割安な価格で乗り放題になる通学定期を利用

することができますが，一方，仙台市内及び近郊において宮城交通バス路線を利

用する学生は，同様の通学定期がありません。現在，仙台学長会議加盟校の総学

生数 58,879 人のうち，22,165 人（37.7%）が学都仙台フリーパスを利用，6,947

人（11.8%）が宮城交通バスの通学定期を利用している状況となっております。（参

考資料参照のこと） 

 (2) 課題について 

   宮城交通バスの通学定期を利用する学生は学都仙台フリーパスの利用者と比

較すると割高な料金負担が生じており，公共交通を担う路線バスの利用において，

学生間で不均衡が生じています。 

 (3) 取組の方向性について 

割安で利便性の高い通学定期が創設されることで，仙台市営バスの区域とそれ

以外の区域の学生間の不公平が解消され，学生の活動範囲が広がることが期待で

き，もって学都仙台のみならず宮城県全体の教育レベルを上げ，加えて地域の活

性化につながるものと思慮されます。 

以上のことに鑑み，貴殿におかれましては通学フリーパスを実施することにつ

いて特段の配慮をお願いします。  

 

        仙台学長会議  代 表  大 谷 哲 夫 □印  

                       

他  陳 情 18 大 学      
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陳情大学名簿(19校) 

大  学  名 職 名 氏    名 

石巻専修大学 

 

尚絅学院大学 

 

仙台白百合女子大学 

 

仙台大学 

 

東北学院大学 

 

東北芸術工科大学 

 

東北工業大学 

 

東北生活文化大学 

 

東北生活文化大学短期大学部 

 

東北大学 

 

東北福祉大学 

 

東北文化学園大学 

 

東北医科薬科大学 

 

宮城学院女子大学 

 

宮城教育大学 

 

宮城大学 

 

聖和学園短期大学 

 

仙台青葉学院短期大学 

 

宮城誠真短期大学 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

総 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

尾 池   守 

 

合 田 隆 史 

 

矢 口 洋 生 

 

阿 部 芳 吉 

 

松 本 宣 郎 

 

根 岸 吉太郎 

 

今 野   弘 

 

山 田 宗 慶 

 

山 田 宗 慶 

 

里 見   進 

 

大 谷 哲 夫 

 

土 屋   滋 

 

高 柳 元 明 

 

平 川   新 

 

見 上 一 幸 

 

川 上 伸 昭 

 

鳴 海   渉 

 

鈴 木 一 樹 

 

山 口 義 康 



- 3 - 

 

参考資料１ 

 

現在、仙台市交通局の営業区間内においては「学都仙台フリーパス」を、市営バ

スのみの場合は基本 1 ヶ月定期として 5,140 円、市営バス＋地下鉄の場合には

10,280円となっており、多くの学生が自由に市内を移動し、学修や地域研究、地域

貢献事業、ボランティア活動など様々なステージで活躍しており、街の賑わいの創

出に大いに貢献しているところでありますが、その適用は仙台市営バスが運行され

ているところに限定されており、仙台市営バス運行域外で宮城交通を利用して通学

している学生は利用できない状況にあります。 

また、仙台市内の学生でも、仙台市営バスの運行区域外の地域から宮城交通に乗

り継いでくる学生やその逆の場合にも同様のことが言えます。こうした仙台市営バ

スのフリーパス制度は全国に誇れるものでありますが、仙台市内の全ての範囲で使

えるものでなく、仙台市北部や南部で市営バスが走行していた地区で宮城交通に運

行が移譲されたことによって、このフリーパスの利用が出来なくなり、かつて市営

バスの学都仙台フリーパスが使えていたものが宮城交通では使えないといった市

民にとって不平等なものとなっております。仙台市においては早期にこの状況を解

決されるよう陳情、要望するものです。 

また、宮城県にあっては、”富県宮城“として企業誘致に優遇措置を行った結果

多くの企業が進出し県内の産業振興に大いに日の目を見ることとなり東北でも宮

城県の企業立地は突出しておりますが、誘致企業の従業員が住む地域が宮城交通の

営業区域となっており交通費が割高なものとなっています。県内の大学等に通学す

る場合に「フリーパス」を使うことによって家計費に占める割合を減少させ、宮城

県内への移住者を増やし「教育県・みやぎ」となるためにも仙台市域外にあっては

宮城県が通学者に助成することを求めるものです。 

先般公表された、学校基本調査速報の出身高校県別大学･短大の入学者の流出入

数においても、宮城県は東北唯一の流入超過県（平成 29 年度速報ベース 1,949 人

の流入超過）で、継続して増加している傾向にあります。 

更に、このフリーパス制度は、大学生に限らず小中高の生徒・大人（福祉割引）

として広範囲に利用されていることから需要はさらに拡大するものであり、交通政

策の原点回帰をこのみやぎ・仙台から発信すべきものと考えます。 

 

（例示 2017.10.01料金改定後） 

仙台駅から泉中央駅を経由して東北学院大泉キャンパスにフリーパスで通学する

場合、6,950円+6,800円＝13,750円／月の負担。 

 

大和町から泉中央駅を経由して東北大学川内キャンパスにフリーパスで通学する

場合、24,790円+8,340円＝33,130円／月の負担。 
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全学合計
22,165
6,947

58,879
37.65%
11.80%

希望校数（重複含む）
宮城県内 10
icsca利用可能範囲内全て 8
仙台市内 6
大崎・塩釜・名取 3

希望校数（重複含む）
利用者負担（一部又は全額） 11
宮城県負担（一部又は全額） 9
仙台市負担（一部又は全額） 9
全市町村負担（一部又は全額） 7
交通事業者負担（一部又は全額） 6
大学負担（一部又は全額） 4

その他：
◎適用範囲等については、個々の大学の所在地も踏まえ、今後議論すべきと考えます。
◎本件趣旨は賛同できるものなので、ぜひ推進して頂きたいと考えています。
◎県内全域から通学する学生達のためにも、実現へぜひ協力したい。
◎icsca利用エリアまで広がることで、遠方から通学する学生にとって利便性が向上するとともに、経済的負担
が軽減されるのであれば、実現をお願いしたい。
◎適用範囲は、宮城県全域が望ましいが、機器設置等準備期間や費用発生を考慮し、第一弾として、icsca利用
エリアが現実的に実現性の高い選択肢と思われます。
◎学外実習で仙台市外の実習施設へ通学する学生も多いため、宮城県全域への拡大で、学生の負担軽減になれ
ば望ましいが、可能な限り負担増なしで、icsca範囲内でお願いしたい。
◎適用範囲拡大実施の場合、学内周知や証明書様式変更等も考慮する必要があるため、年明けまでに公表をお
願いしたい。
◎学生の利便性向上及び経済的負担軽減の観点から、有益なものになると考えます。
◎現行の適用範囲エリアの拡大に基づく値上げがある場合には、許容することといたしたい。
◎運賃負担については、利用範囲が広がるなら若干なら可。
◎運賃負担については、各自治体の負担協力が不可欠。
◎運賃負担割合については、交通機関、行政と協議の上で、負担の可否、負担割合を決定した方が良い。
◎運賃負担については、宮城交通および仙台市で追加コストを負担すべきだと考えられます。
◎運賃負担については、受益者負担が望ましいと考えられる為、利用者・宮城県・仙台市・大学・交通局・宮
城交通の６者での均等負担が実現可能性の高い考え方と思われます。
◎宮城交通に対して、現フリーパスほどの割引率は困難としても、学生の通学実態に合わせた通学用料金設
定・フリーパス創設を希望します。
◎バス通学の割引率が最低３０～４０％になれば、学生の大半がフリーパスを購入し、自家用車通学も減少す
ることが期待できます。
◎フリーパスの格安さが認識されれば、学生の親が交通費を負担するケースが増加するため、学生負担の現状
より、売上は増加すると考えられます。
◎バス通学が安価となり、利用者が増加すれば、授業が無くても大学に来てほしい大学側にも、収益増を図る
バス会社にとってもメリットが期待できます。
◎バス通学が安くなると、高校生での減収が懸念されますが、高校生でも自転車からバス通学への転換や、バ
イク通学の多い専門学校生の利用転換も期待され、結果としてバス利用者は増えると考えます。
◎本パスが創設されれば、本学のキャンパス間の交流に資することはもとより、仙台圏の大学間交流の活性化
にもつながるので、ぜひ実現に向けて進めて頂きたい。
◎最寄り駅から無料のシャトルバスを運行していることもあり、大学でこれ以上の負担はできない。
◎利用者負担の値上げが学生の経済負担につながらないような配慮をお願いします。
◎エリア拡大で、利便を享受する新規利用者の負担増は仕方ないが、従来利用者で利便享受のないものに負担
増を強いるのは困難と思われるので、利用者への負担なしで検討願います。

新設パス適用範囲希望調査結果

新設パス適用範囲拡大に伴う費用負担希望調査結果

2016年度フリーパス利用者数
2016年度宮城交通利用者数　　※ミヤコーバス含む

2016年度在籍学生数
フリーパス利用割合
宮城交通利用割合

参考資料２  「通学フリーパス」アンケート集計結果 
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参考資料３ 

 「学都仙台 市バス・地下鉄フリーパス」の平成 27 年度販売枚数について 

（仙台市交通局調べ） 

 

※ 販売枚数は 1ヵ月定期販売枚数、＋3ヶ月定期販売枚数×3 、＋6ヶ月定期 

販売枚数×6としてカウントしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 券種 H27年度 

市バス 121,322 

地下鉄南北線 9,309 

地下鉄東西線 7,548 

地下鉄南北線＋地下鉄東西線 5,900 

地下鉄南北線＋市バス 39,258 

地下鉄東西線＋市バス 2,478 

地下鉄南北線＋地下鉄東西線＋市バス 2,562 

計 188,377 
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参考資料４  仙台市交通局「学都仙台フリーパス」の運賃表等について 
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参考資料５ 「学都仙台フリーパス」運行地域について 

 

 

 

 

利用できない範囲 
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参考資料６ 宮城交通定期券運賃表（現行） 
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参考資料７ 平成 29 年 10 月 1 日以降の宮城交通の運賃値上げについて 

 

 


